
別紙１ 

下関市立こども園（菊川こども園・豊田下こども園・西市こども園） 

給食調理業務仕様書 

 

１　業務名 

　　下関市立こども園（菊川こども園・豊田下こども園・西市こども園） 

給食調理業務 

 

２　給食を提供するこども園及び業務を実施する場所 

(1) 給食を提供するこども園（以下「園」という。）は、次のとおりとする。 

　　ア　下関市立菊川こども園  　下関市菊川町大字下岡枝 1504 

イ　下関市立豊田下こども園　下関市豊田町大字手洗 273-1 

ウ　下関市立西市こども園　　下関市豊田町大字矢田 185 

(2) 給食を調理する場所は、当該園の調理室とする。なお、園の施設以外の場所で 

調理して搬入することは、いかなる理由があっても認められない。 

 

３　委託期間 

令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで 

　ただし、翌年度以降において甲の予算の当該金額について、減額又は削除があっ

た場合は、この契約は変更又は解除する。乙は、この規定による契約の変更又は削

除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に請求することはでき

ない。 

 

４　業務日 

業務を実施する日（以下「業務日」という。）は、毎週月曜日から土曜日まで（国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年始

（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く。）とする。 

 

 

 



５　給食基本日数 

　　給食を提供する日数（業務日の日数と同じ。以下「給食基本日数」という。）は、

別記１（給食基本日数の表）のとおりとする。 

 

６　給食基本食数 

給食基本食数（園の職員（以下「職員」という。）の人数並びに園児の年齢及び

人数を基に提供した給食の基本的な数量をいう。以下同じ。）は、別記１（給食基

本食数の表）のとおりとする。ただし、入園、退園若しくは登園した園児、延長保

育を利用する園児又は一時預かりを利用する乳幼児の人数により、実際に提供する

給食の数量を増減する必要があるため、甲の指示に従い、これに対応すること。 

 

７　業務内容 

(1) 総則 

ア　乙は、給食の目的を十分理解し、園児に安全かつ安心で良質な給食を提供す

ること。 

イ　給食の調理は、普通食（次号の表に掲げる普通食をいう。）の献立表（以下

「基準献立表」という。）に基づき実施するものとし、乙の都合で献立を変更

することは認められないこと。このため、甲の開催する協議の場に出席するこ

と。 

ウ　乙は、業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）に対して、あらか

じめ、安全面及び衛生面の教育を行い、業務に従事させること。また、委託期

間中においても、適切に業務が遂行できているか定期的に確認するとともに、

必要な教育を行うこと。 

エ　乙は、クッキング保育（次号の表に掲げるクッキング保育をいう。）、給食だ

よりの作成等園が実施する食育について、園長の依頼に協力すること。 

(2) 調理 

乙は、次の表の左欄に掲げる食事の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

内容に従って実施すること。 

 

 



 食事の種類 内　容

 普通食 献立は、栄養基準等（一般社団法人山口県保育協会が作成す

る最新の給食内容検討表のうち、保育所における給与栄養目

標量算出表をいう。以下同じ。）及び甲の提案した献立に基

づき甲乙協議の上で決定すること。基準献立表の献立にお茶

を加えて提供すること。園児の年齢別に味付け、量、大きさ、

やわらかさ等を工夫すること。

 

特
別
食

離乳食 基準献立表に準じた内容とし、乳児の月齢や個人差に配慮し

た回数、食材や形状、味付けとすること。また、献立にバリ

エーションを持たせるよう工夫すること。

 ア レ ル

ギー対応

食

アレルギー性疾患のある園児には、医師の診断書等に基づ

き、保護者、職員及び業務従事者が協議を行い、アレルギー

を発症する食材を除去したアレルギー対応食を提供するこ

と。協議によって代替食（アレルギーを発症する食材を他の

食材に代えて調理する食事をいう。）が可能な場合は、対応

すること。業務従事者は、アレルギーに関する知識を有して

いること。

 

特
別
食

その他 体調不良の園児に係る給食は、園長又はその代理者（以下「園

長等」という。）との協議により、当該園児の症状に応じた

調理を行うこと。 

（例） 

・ご飯を、おかゆに調理して提供する。 

・揚物を、煮物（その日の食材を使用）に変更して提供する。

 流動食等特別に配慮を要する園児の食事に対応すること。

 おやつ おやつは、食事で補いきれないエネルギー、栄養素及び水分

の補給であることを理解し、量及び品質に配慮すること。ま

た、豊かな食体験となるよう、創意工夫した手作りのおやつ

（以下「手作りおやつ」という。）を毎週１回以上実施する

こと。



(3) 盛付け・配膳・下膳・後片付け 

ア　調理後の食品温度を適切に管理するとともに、盛付けについては、料理の味

及び温度を損なわないように短時間で行うよう心がけること。 

イ　献立に適した甲の用意する食器に盛付けること。また、箸、スプーン、フォー

ク等は、クラスごとにまとめて配膳すること。 

ウ　配膳場所は、保育室等園長等が指定した場所とし、確実に引渡しを行うこと。 

エ　特別食は、普通食と区別がつくようにし、職員との連携を図り、誤って配膳

されることのないようにすること。 

オ　下膳された食器等は、園長等が指定した場所から受け取ること。 

カ　食器、箸、スプーン、フォーク、盆、哺乳びん、調理器具等は使用の都度、

洗浄の上、消毒保管庫にて消毒及び保管を行うこと。 

キ　残菜量を確認して、甲が指示する方法により記録すること。 

(4) 食材調達等の補助 

ア　業務に使用する食材の購入事務の補助として、甲の指示する方法及び内容に

より、乙は、必要数量の計算及び資料の作成を行い、甲の承認を受けた後、食

品納入業者に食材等の連絡を行うこと。また、給食基本食数に変更を生じた場

合においても、これに準じてその都度食品納入業者に連絡すること。 

イ　乙は、食材の保管に注意を払い、在庫管理を行うこと。 

ウ　乙は、甲が引き渡した食材を用い調理を行うこと。 

 行事食 園外保育、誕生会、バイキング、試食会等園が必要とする行

事食を実施すること。必要に応じて保護者等行事参加者の行

事食を提供すること。

 クッキング 

保育

園児が保育室等で調理実習を行うときは、衛生的な調理器具

の提供、調理の実演、補助等を行うこと。終了後は、調理器

具を洗浄の上、消毒保管庫にて消毒及び保管を行うこと。

 調乳 調乳室が設置されていない園については、調理室で調乳を行

うこと。調乳を必要とする乳児に対しては、保育士が希望す

る時間に調乳を行い提供すること。

 その他 季節や状況に応じて、昼食時以外にも園児へお茶の提供を行

うこと。



(5) 保存食 

ア　乙は、大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日付け衛食第８

５号別添。以下「衛生管理マニュアル」という。）５（３）の規定により保存

した食品等（以下「保存食」という。）を、当該規定により適切に管理するこ

と。 

イ　保存期間を過ぎた保存食は、乙において速やかに処分すること。 

(6) 検食 

給食は、盛付け後、園児に提供する前に、その内容が基準献立表のとおりとなっ

ているか、及び食品の衛生、形態、味付け等が適当かどうか園長等の検食を受け

ること。離乳食や手作りおやつについても同様とする。 

(7) 展示食 

昼食の配膳が終了次第、乙は、昼食のサンプルを所定の場所に展示すること。

展示後の食器は、当日又は翌日に洗浄の上、消毒保管庫にて消毒及び保管を行う

こと。 

(8) 残菜等の処理 

乙は、業務で発生したゴミ、残菜及びグリーストラップに集積された生ゴミに

ついて、甲の指示する方法に従って分別し、所定の場所に搬出すること。 

(9) 献立の変更 

園の行事、甲の都合等で献立を変更する場合には、栄養基準等に従って基準献

立表を変更すること。 

(10) 施設等の使用 

ア　甲は、甲が所有し、かつ、業務遂行上必要な施設、設備、食器及び器具備品

（以下「施設等」という。）を無償で乙に使用させるものとし、乙は、これら

を善良な管理者の注意を持って丁寧に使用すること。 

イ　冷房は、調理室の室温が摂氏２５度以上又は湿度８０パーセント以上の場合

に使用するものとし、使用前に園長等に申し出て、その日の給食を全て保育室

へ配食後等の必要な業務が終了次第、速やかに停止すること。 

ウ　乙は、常に施設等が損傷又は破損していないか留意し、破損している場合は、

その破片を確認すること。破片が確認できない場合は、直ちに園長等に報告す

るとともに、給食業務日誌（様式第７号）備考の欄に記載すること。 



エ　施設等を損傷又は破損した場合は、園長等を経由し、甲へ速やかに報告する

こと。なお、施設等の修繕については、甲において行うものとする。 

オ　業務に使用する施設等の日常の管理は、乙において行うこと。 

カ　業務のための光熱水費は、甲の負担とする。このため、乙は、業務を効率的

に実施し、光熱水費の節約に努めなければならない。 

キ　グリーストラップの日常の管理は、乙において行うこと。ただし、定期的な

清掃及び汚泥の収集業務については、甲が行うこととする。 

(11) 調理工程 

調理工程は、別記２に示す食事時間及び給食調理工程表を基本とし、園の実情

に応じて対応すること。 

(12) 必要書類の作成事務 

ア　毎月、保護者に配付する基準献立表を、職員と協議の上、作成すること。 

イ　その日の業務の終了に際し、給食業務日誌（様式第７号）を記載し、園長等

に提出して確認を受けること。 

ウ　その他甲が指示する給食に関する事務書類の作成を行い、期限内に提出する

こと。 

(13) 安心・安全な給食提供の実施 

ア　業務従事者は、次に掲げる事項について職員と協議し、園における安心かつ

安全な給食の取組を実施すること。なお、当該協議については、原則毎月１回

以上行うこと。 

(ｱ) 特別食に関すること。 

(ｲ) 園児の嗜好及び喫食の状況（以下「喫食状況」という。）に関すること。 

(ｳ) 味付け、調理方法、調理時間、調理工程及び提供方法に関すること。 

(ｴ) 園外保育に伴う給食時間の変更に関すること。 

(ｵ) 行事開催日の業務に関すること。 

(ｶ) その他業務の実施に関し必要なこと。 

イ　乙は、業務従事者について、給食の重要性について認識を深めるため、又は

具体的な調理技術を習得するために、甲が必要と認める研修会に参加させるこ

と。 

ウ　乙及び業務従事者は、保護者及び職員の意見及び要望を業務に反映させるこ



とに努め、給食の質及び内容の維持又は向上について、誠意を持って取り組む

こと。 

エ　業務従事者は、園児の喫食状況を把握して業務改善の一助とするため、園児

と共に喫食する機会を設けること。時期及び回数については、園長等と協議の

上、決定すること。 

オ　乙は、調理の内容等によっては配置した業務従事者で十分な対応ができない

と判断した場合は、他の栄養士等を派遣する等、適切な対応を行うこと。 

(14) 防火管理等の協力 

乙は、甲が策定する地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における

安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた施設内防災計画に基づく体

制整備に協力すること。また、園で実施する防火、防犯、災害等に対応する訓練

に協力すること。 

 

８　業務従事者 

(1) 業務従事者は、給食の目的を十分理解し、この仕様書に定めるもののほか関係

法令を遵守して業務を行うこと。 

(2) 業務従事者は、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上及び改善に資す

るため、自ら調理した給食（普通食）を昼食として喫食すること。この場合にお

ける経費は、乙又は業務従事者が負担すること。 

(3) 常勤（１日６時間以上、かつ、１月に２０日以上業務に従事することを常態と

することをいう。以下同じ。）の業務従事者のうち、管理栄養士又は栄養士の免

許を有している者（以下「常勤の栄養士」という。）を少なくとも３園のうち２

園に１人ずつ配置すること。 

 (4) 常勤の栄養士は、調理の内容、工程、業務量等の実態を常に把握しておくた

め、毎週１日以上、調理を行うこと。 

(5) 常勤の栄養士は、個別の対応が必要な園児の喫食状況を観察し、当該園児の

発達段階及び健康状態に応じて、食事の形態、食材の選択等を職員及び業務責任

者（次項第１号に定める業務責任者をいう。）と協議し、調理に関して専門的か

つ技術的な対応を行うこと。 

(6) 常勤の栄養士は、栄養士の配置がない園の給食の管理に関して、専門的かつ技



術的な支援を行うこと。 

(7) 乙は、業務の確実な遂行のため、適切な人員体制を整えること。 

(8) 業務従事者の休暇等に対応する代替員を確保し、必要な場合には適切に配置す

ること。 

(9) 業務従事者の頻繁な変更を行わないよう留意すること。 

(10) 業務従事者の変更がある場合は、乙の責任によって業務の引継を行うこと。こ 

の場合における引継に係る費用は、全て乙の負担とする。 

 

９　業務責任者 

(1) 常勤の業務従事者のうち、業務責任者を園ごとに１人選任すること。 

(2) 業務責任者は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項に規

定する特定給食施設、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する調理施

設であって甲が認めた施設、又は下関市立の保育所、こども園若しくは学校（以

下「給食施設」と総称する。）において、１年以上の調理経験を有する者でなけ

ればならない。 

(3) 業務責任者は、業務遂行上の責任者として業務従事者を指揮監督し、及び職員

との連絡調整を行うものとする。 

(4) 業務責任者は、甲が開催する協議に参加しなければならない。 

(5) 乙は、業務責任者が不在となる場合においては、事前に甲と協議の上、甲が認

める代理者を配置し、又は選任するものとする。 

 

10　業務従事者の服務等 

(1) 職員、保護者等への対応は、礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、粗暴な言動があっ

てはならない。 

(2) 業務従事者は、自己の健康管理に努めること。 

(3) 園では、喫煙を禁止する。また、業務の妨げとなる行為をしてはならない。 

(4) 業務の遂行中は、調理室に関係者以外の者を立ち入らせないとともに、私物、

装飾品等業務に必要のない物を持ち込んではならない。 

 

 



11　安全・衛生管理 

(1) 衛生管理は、衛生管理マニュアルに基づき行うこと。 

(2) 乙は、業務従事者の健康管理について絶えず注意を払うとともに、業務従事者

の健康診断（労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第４３条又は第

４４条第１項に規定する健康診断をいう。以下同じ。）を実施すること。また、

月２回業務従事者の検便を実施すること。検便の内容は、赤痢菌、サルモネラ菌

及び腸管出血性大腸菌群の有無の検査とし、保菌者がある場合はベロ毒素等の有

無等について追跡検査を行い、その結果を甲に報告しなければならない。なお、

健康診断、検便その他必要に応じて実施する検診又は検査の結果、給食調理の衛

生上、業務の従事に適しないと認められる者があるときは、直ちにその旨を甲に

報告するとともに、その者を業務に従事させてはならない。 

(3) 業務従事者は、給食に異物（細菌を含む。以下同じ。）が混入しないように注

意し、目視点検を確実に行わなければならない。万が一、異物の混入が判明した

ときは、直ちに園長等に報告の上、甲の指示により対応を行うこと。また、混入

した異物及びその原因を明らかにし、給食業務日誌（様式第７号）の備考欄に記

載すること。 

 

12　提出書類 

(1) 委託期間前 

乙は、次の表に掲げる書類を甲に提出しなければならない。 

備考　次の書類を添付すること。 

１ 履歴書（給食調理の経歴を含む。） 

２ 調理師免許又は管理栄養士若しくは栄養士の免許の写し（当該免許を有

している者のみ） 

３　健康診断の診断書の写し（労働安全衛生規則第４３条各号又は第４４条

第１項各号に掲げる項目について実施したもの。以下同じ。） 

４　検便の結果を示した書類の写し（検査した日が委託期間の初日から起算

 提出書類 様式番号 提出期限

 
業務従事者報告書 様式第１号

委託期間の初日から起算して

２週間を経過する日前まで



して１月前までの期間のもの。） 

５　給食施設での調理経験を明らかにする書類（業務責任者に選任された者

に限る。） 

(2) 委託期間中 

ア　乙は、次の表に掲げる書類を甲に提出しなければならない。また、これらの

書類以外にも別の書類について、提出を求めることがある。 

備考 

１　業務従事者変更届（様式第２号）については、業務従事者報告書（様

式第１号）に添付する書類に準じて書類を添付すること。この場合にお

ける検便の結果を示した書類の写しは、当該業務従事者を変更する日か

ら起算して１５日以内に実施した日付のものとする。 

２　健康診断結果報告書には、健康診断の診断書の写しを添付すること。 

３　検便結果報告書には、検便の結果を示した書類の写しを添付すること。 

イ　乙は、次の表に掲げる書類について、業務日ごとに園長等の確認を受け、月

末には１月分を取りまとめて甲に提出しなければならない。 

 提出書類 様式番号 提出期限

 
業務従事者変更届 様式第２号

業務従事者を変更する日から起算し

て１週間を経過する日前まで

 健康診断結果報告書 任意 健康診断を実施した日以後１月以内

 検便結果報告書 任意 検便を実施した日以後２週間以内

 業務完了報告書 様式第３号 業務が完了した月の翌月５日まで

 研修結果報告書 様式第４号 研修を修了した日以後２週間以内

 衛生管理点検表 

（月次点検）
様式第５号

点検を実施した日以後５日以内

 衛生管理点検表 

（年次点検）
様式第６号

点検を実施した日以後５日以内

 事故報告書 様式第１０号 事故が発生した日以後１週間以内

 提出書類 様式番号

 給食業務日誌 様式第７号



 

13　費用等の負担区分 

業務に係る費用等の負担区分は、次の表のとおりとする。 

 

 検収記録簿 様式第８号

 衛生管理点検表（日次点検） 様式第９号

 勤務表 指定なし

 費用等の内訳 甲 乙

 施設等 ○

 光熱水費 ○

 食材費（業務従事者の喫食に係る費用を除く。） ○

 業務従事者の喫食に係る食材費 ○

 施設等の清掃のための器具費 ○

 業務用消耗品（洗剤、ペーパータオル、保存食用等ポリ

袋、アルミホイル、たわし、スポンジ等）
○

 害虫等の防除及び駆除に係る経費 ○

 残菜及びゴミの処理に係る経費 ○

 業務用電話代（甲が設置した電話に限る。） ○

 業務従事者の着用する白衣、調理用靴、長靴、エプロン

等
○

 業務用のパソコン及び付随する消耗品（用紙等）及び事

務用品
○

 業務用の印刷機器等（プリンター、複写機、インク等） ○

 保健衛生費（マスク、手袋、残留塩素測定試薬・その他

消毒薬品等）
○

 健康診断及び検便に係る経費 ○

 業務従事者に係る人件費及び研修会参加費等の諸経費 ○

 事業者（乙のことをいう。）が行うべき官公庁に対する

手続に係る経費
○



14　事故等緊急事態の対応 

(1) 食中毒、異物の混入、誤った調理及び配膳、業務に使用する機械器具等の故障

等が発生した場合は、直ちに園長等へ報告を行い、甲が事故等緊急事態と認める

ときは、甲の求めに応じて対応を行うこと。また、事故等緊急事態の発生後（そ

の発生が明らかに甲の責めに帰すべき事由である場合を除く。）、速やかに事故報

告書（様式第１０号）により、その原因、対応、対策等について甲に報告するこ

と。 

(2) 事故等緊急事態の発生後、甲が必要と認めるときは、甲乙協議の上、乙は、速

やかに給食の確保など安定的な業務の継続について対策を行うこと。 

(3) 事故等緊急事態の発生後の対策について、乙は、業務の見直し等必要な措置を

講じるとともに、その責めに帰すべき事由が業務従事者にある場合は、業務従事

者に対し必要な教育を実施し、再発防止に努めること。 

(4) 事故等緊急事態が発生した場合の対応として、乙は、製造物責任法（平成６年

法律第８５号）に基づく製造業者等への損害賠償請求に対する生産物賠償責任保

険等に加入する等、十分な準備を行うこと。 

 

15　給食提供の確保 

乙の責めに帰すべき事由により業務の履行が困難となった場合においても、乙は、

この仕様書に定める給食の提供について責任を持って確保すること。この場合にお

ける給食の提供に係る費用は、乙が負担すること。 

 

16　委託料の支払 

委託料の支払は月払とし、各月の業務の成果が検査に合格した後、乙から提出さ

れる適法な支払請求書を受理してから３０日以内に当該月の委託料を乙に支払うも

のとする。 

17　その他 

(1) 業務の開始に当たり、乙は、乙の責任において、甲又は甲が指定する者から業

務開始日前１月の間に引継を受けるものとする。また、引継に当たっては、甲と

協議の上、引継書を作成して甲に提出するものとする。 

(2) 乙は、業務を円滑に開始するため、業務従事者に対し、常勤の者にあっては６



日以上、それ以外の者にあっては２日以上、業務場所での引継等及び必要な教育

を受けさせなければならない。ただし、下関市立の保育所又はこども園で調理業

務に従事し、引き続き乙の職員として調理業務に従事する者に対しては、当該日

数を２日以上とすることができる。 

(3) 乙は、委託期間中に業務責任者を変更する場合、業務の内容について、乙の責

任により十分に引継を行わなければならない。 

(4) 乙は、この契約の終了又は解除に際し、甲又は甲の指定する者に対し、業務の

引継を行わなければならない。 

(5) 前各号の業務の引継に係る費用は、全て乙の負担とする。  



別記１

１　給食基本食数

備考　１　検食、保存食、展示食及び業務従事者の食数は含まない。

２　給食基本日数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

令和８年度 26 21 23 26 23 24 23 22 25 213

令和９年度 24 23 26 26 21 24 25 24 24 23 23 25 288

令和１０年度 23 24 26 25 22 24 25 24 24 23 22 25 287

令和１１年度 23 24 26 73

計 70 71 78 77 64 71 76 71 72 69 67 75 861

業務日：

区　　分 児童等人数 午前おやつ 昼食 午後おやつ

３歳未満児 60 60 60 60

３歳以上児 95 95 85

職員 20 20 20

小計 175 60 175 165

３歳未満児 20 20 20 20

３歳以上児 50 50 40

職員 8 8 8

小計 78 20 78 68

３歳未満児 20 20 20 20

３歳以上児 50 50 40

職員 8 8 8

小計 78 20 78 68

合計 331 100 331 301

月曜日から土曜日まで
（国民の祝日に関する法律（昭和22年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日から
翌年1月3日まで）を除く。）

菊川こども園 定員155人

豊田下こども園 定員70人

西市こども園 定員70人



別記２

１　食事時間

3歳未満児のみ

開始から完了までの全期間

3歳未満児

3歳以上児

保育園児全員

２　給食調理工程表

時　　間　　業　　務　　内　　容

8:30 消毒

下処理・下調理

お茶を沸かす ＊夏場等、必要に応じて追加で沸かし、適温に冷ます

おやつ・牛乳の準備（３歳未満児）

離乳食・昼食調理

10:45 離乳食盛り付け、配膳

11:00 昼食盛り付け、配膳（３歳未満児から順次）

12:00 休憩

13:00 昼食食器洗浄

おやつ・牛乳の準備（手作りおやつ調理等）

14:45 手作りおやつ盛り付け、配膳

15:15 食器・調理器具洗浄

16:00 片付け・清掃

16:30 給食日誌等事務処理

17:00 終了　＊食器消毒保管庫の電源を切る。

食事内容 食事時間 備　　　考

午前おやつ  9：00～10：00

離乳食 11：00～12：00

11：15～12：00
※食事提供時間に時

差対応あり

11：30～12：30

午後おやつ 15：00～15：30

注)　１及び２は基本的な食事時間及び調理工程を示したものであり、園の実状及び要望に応じて
柔軟に対応すること。

昼食



別記第１号様式 

年　　月　　日　 

（宛先）下　関　市　長　　 

 

受託者　所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　 

名称及び代表者　　　　　                

 

業　務　従　事　者　報　告　書 

 

このことについて、下記のとおり報告します。 

 

記 

１　業務場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園 

２　業務責任者 

３　業務従事者（２以外の正規社員） 

４　業務従事者（パート社員等調理補助者） 

５　添付書類 

(1) 履歴書（給食調理の経歴含む） 

(2) 調理師免許、栄養士免許等（写） 

(3) 健康診断書（写）(労働安全衛生規則第43条各号に掲げる項目について実施したもの） 

(4) 細菌検査報告書（検便）（写）（業務開始前1月以内のもの） 

(5) 給食施設での調理経験を明らかにする書類（業務責任者に限る。） 

 
氏　　名 性別 年齢 住　　　所 電　話 資格免許

調理業務

経験年数

 

 
氏　　名 性別 年齢 住　　　所 電　話 資格免許

調理業務

経験年数

 
 
 
 

 
氏　　名 性別 年齢 住　　　所 電　話 資格免許

調理業務

経験年数

 
 
 
 
 
 
 



別記第２号様式 

年　　月　　日　 

　（宛先）下　関　市　長　　 

受託者  所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　 

名称及び代表者　　　　           　   　 

 

業　務　従　事　者　変　更　届 

 

このことについて、下記のとおり変更しますので変更届を提出します。 

 

記 

１　業務場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園 

２　業務責任者 

３　業務従事者（２以外の正規社員・パート社員等調理補助者） 

４　添付書類 

(1) 履歴書（給食調理の経歴含む） 

(2) 調理師免許、栄養士免許等（写） 

(3) 健康診断書（写）（労働安全衛生規則第43条又は第44条第１項各号に掲げる項目につ

いて実施したもの） 

(4) 細菌検査報告書（検便）（写）（業務従事前15日以内のもの） 

(5) 給食施設での調理経験を明らかにする書類（業務責任者に限る。） 

 
氏　　名

性

別

年

齢
住　　　所 電　話

資格 

免許

変更 

月日

調理業務

経験年数

変更 

理由

 
変

更

前

退職 

異動 

(　 )

 
変

更

後

新規 

異動 

(　 )

 
氏　　名

性

別

年

齢
住　　　所 電　話

資格 

免許

変更 

月日

調理業務

経験年数

変更 

理由

 
変

更

前

退職 

異動 

(　 )

 
変

更

後

新規 

異動 

(　 )



別記第３号様式 

年　　月　　日　 

 

　　（宛先）下　関　市　長　　 

 

受託者  所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　 

名称及び代表者　　           　   　 

 

 

業　務　完　了　報　告　書 

 

下記の業務を完了したので報告いたします。 

 

記 

 

 

業務責任者 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

業務完了確認者 

職・氏名　　　　　　　　　園長　　　　　　　　　　　　　　 

 業 務 名
 業 務 場 所
 

履 行 内 容

　　　　年　　月分 

給食実施日数及び食数　　　　　日　　　　食
 内訳

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食

 日　　　　食 日　　　　食 日　　　　食



別記第４号様式 

年　　月　　日　 

 

　（宛先）下　関　市　長　　 

 

受託者  所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　 

名称及び代表者　　          　   　 

 

研　修　結　果　報　告　書 

 

このことについて、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１　研修生　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　 

 

２　研修名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

３　研修年月日　　　　　　年　　　月　　　日（　　） 

　　　　　　　　（　　時　　分から　　時　　分まで） 

 

４　研修場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

５　研修内容 

６　今後の取り組み等 

７　添付書類 

　・研修資料 

 

  

  

 



別記第５号様式

○調理施設の点検表

1

○原材料の取り扱い

3

○調理器具、容器等の点検表

5

○調理等における点検表
・下処理・調理中の取り扱い

3

・調理後の取り扱い

※点検結果は○・×で記入し、×の場合は理由と改善方針を記入のこと。

衛　生　管　理　点　検　表　（　月　次　点　検　）

園　長 点検者
　　　　　　年　　　月分

点検日　　　　　年　　月　　日

点　　検　　項　　目 点検結果 備　　考
巡回点検の結果、ねずみや昆虫の発生はありませんか。

点　　検　　項　　目 点検結果 備　　考

保管設備内（冷蔵庫含む）での原材料の相互汚染が防がれていますか。

点　　検　　項　　目 点検結果 備　　考

すべての調理器具、容器等は衛生的に保管されていますか。

点　　検　　項　　目 点検結果 備　　考

非加熱で供される食品は下処理後、速やかに調理に移行していますか。

点　　検　　項　　目 点検結果 備　　考

2
施設の清掃は、すべての食品が調理場内から完全に排出された後、適切
に実施されましたか。（天井、内壁のうち床面から１ｍ以上の部分）

3
排水溝のつまりはありませんか。グリーストラップ等の清掃は、定期的にし
ていますか。

日
日

1
原材料は分類ごとに区分して、原材料専用の保管場に保管設備を設け、
適切な温度で保管されていますか。

2
原材料をダンボール包装のまま、非汚染作業区域に持ち込んだり、保管し
ていませんか。

1
包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、混同しないよ
うに使用されていますか。

2
調理器具、容器等は使用後（必要に応じて使用中）に洗浄・殺菌し、乾燥
されていますか。

3
調理場内における器具、容器等の洗浄・殺菌は、すべての食品が調理場
から搬出された後に行なっていますか。（使用中等やむを得ない場合は、
洗浄水等が発散しないよう行うこと。）

4
調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・消毒し、乾燥されています
か。

1
非汚染作業区域内に汚染を持ち込まないよう、下処理を確実に実施して
いますか。

2
冷蔵庫又は冷凍庫から出した原材料は速やかに下処理、調理に移行され
ていますか。

4
野菜及び果実を加熱せずに供する場合には、適切な洗浄（必要に応じて
殺菌）を実施していますか。

5

食品並びに移行性の調理器具及び容器の取り扱いは、床面から60㎝以
上の場所で行われていますか。（ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止
できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30㎝以上の台にのせて行うこ
と。）

6
加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調
理食品と同様の衛生管理を行い、トッピングする時期は提供までの時間が
極力短くなるようにしていますか。

1
加熱調理後、食品を冷却する場合には、清潔な場所で速やかに中心温度
を下げる工夫がされていますか。

2
調理後の食品は衛生的な容器にふたをして、他からの二次汚染を防止し
ていますか。



別記第６号様式

点検日　　　　　年　　月　　日

○調理施設の点検表

2

3

○原材料の取り扱い

※点検結果は○・×で記入し、×の場合は予定と実施計画を記入のこと。

衛　生　管　理　点　検　表　（　年　次　点　検　）

園　長 点検者

点　　検　　項　　目 点検結果 予定及び実施計画 実施日時 備　　考

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

施設は隔壁等により、不潔な場所から完全に区別されていますか。 　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

汚染作業区域と非汚染作業区域が明確に区分されていますか。 　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃

設置されていないところは、用途ごとに洗浄して使っていますか。 　年　　月　　日

　　　　年　　月頃 　年　　月　　日

：年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　：年　　　月　　　日

：年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　：年　　　月　　　日

1
ねずみや昆虫の駆除は半年に１度実施されていますか。
（記録は１年以上保存のこと）

4
各作業区域の入り口手前に手洗い設備、履き物の消毒設備（履き物
の交換が困難な場合に限る。）が設備されていますか。

5
施設の床面に水がたまりやすい部分や腐蝕しているところはありま
せんか。

6

加熱調理用食材、非加熱調理用食材、器具の洗浄等を行うシンクは
別に設置されていますか。

7
すべての移動性の器具、容器等を衛生的に保管するための設備が
設けられていますか。

原材料について納入業者が定期的に実施する検査結果の提出があ
りましたか。（魚、肉、練り製品、冷凍食品）



別記第７号様式

月 日 曜日

記入者印

予定人員

実施人員

可食量 使用量

1 穀類

2 いも

3 砂糖

4 菓子

5 油脂

6 種実

7 豆（製品）

8 魚介

9 肉類

10 卵類

11ｱ 牛乳

11ｲ 乳製品

11ｳ 脱脂乳

12ｱ 葉菜

12ｲ 緑他

12ｳ その他

13 乾燥野菜

14 漬物

15ｱ かんきつ

15ｲ 果実

16 藻類

17 調嗜

kcal

ｇ

ｇ

ｇ

≪メモ≫

乳　児

未満児

幼　児

＜備考＞

給　食　業　務　日　誌
園長 1異物の混入（　ある　・　なし　） 1異物の混入（　ある　・　なし　）

2異味・異臭（　ある　・　なし　） 2異味・異臭（　ある　・　なし　）

3盛付（　良　・　悪　） 3盛付（　良　・　悪　）

4味付（　良　　薄　　濃　） 4味付（　良　　薄　　濃　）

5分量（　適　　多　　少　） 5分量（　適　　多　　少　）

6残菜（　無　　多　　少　） 6残菜（　無　　多　　少　）

１人当たり数量

エネルギー

たんぱく質

脂質

塩分

検
食
者

検
食
者乳

児

未
満
児

以
上
児

職
員

合
計

食品分類及び使用食品量 献　立　名 材　料　名 使用総量 総発注量

合計

主食

乳
児

金　　　　額

合計

未
満
児



別記第８号様式
◇検収の記録簿

納品時間 生産地
表示

消費・賞味
期限

鮮度
（色・臭い等）

異物 包装 品温
その他・
処置状況

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

※品質チェックについては、良：○、やや良い△、不良×で記入し、×の場合は処置状況を記載すること。

  ①温度は、手で触ってみたとき、冷たければ○、生温かければ×と記入のこと。

  ②温度管理が必要な品目については、重点的に確認のこと。

  ③消費・賞味期限のある場合は、その期限を記入のこと。

◇調理場、調理等における点検表
Ｎｏ 結果

1
2
3
4
5

検収者

納入業者名 品目名

点　　検　　項　　目 対処内容
施設内で害虫の発生はみられませんでしたか
施設内に段ボール等の外装を持ち込まないようにしていますか
保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ保存されてますか
調理機械は、分解して洗浄・消毒し、乾燥されていますか
残渣の処理は適切に行いましたか



別記第９号様式

【衛生管理自主点検表】（毎日）

◇従事者等の衛生管理点検票

立ち入った者：

点検結果：

良い○、やや良い△、不良×　で記入し、×の場合は直ちに改善してから調理を行うこと。
※×の場合処置状況を記載すること

◇食品の加熱加工の記録

保冷搬出時

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

： ℃ ℃ ℃ ： ： ： ℃ ： ℃ ： ：

◇使用水の点検表

項目 作業前 作業後

◇食品保管時の記録 ◇食品の再加熱の記録 色

出来上がり後に冷蔵庫、温蔵庫等で保管する食品 出来上がり後に再加熱する食品 濁り

搬入時刻
保管設備
の温度

搬出時刻
再加熱
時刻

加熱後の
温度 臭い

： ℃ ： ： ℃ 異物

： ℃ ： ： ℃

： ℃ ： ： ℃

・調理後の食品の保管搬入時刻、保管庫内温度、搬出時刻を記録する。

※調理終了後の食品は、調理終了後2時間以内に喫食するようにしましょう

＜進言事項＞

点検日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

測定時刻：　　　　　　　時　　　　　　分 園長又はその代理者 点検者

温度 湿度 冷蔵庫 冷凍庫 保存食用冷凍庫

　　　　　℃ 　　　　　％ 　　　　　℃ 　　　　　℃ 　　　　　℃

氏名

点  検  項  目

１　下痢、嘔吐、発熱などの症状はありませんか

２　手指や顔面に化膿創がありませんか

３　着用する外衣、帽子は毎日専用で清潔なものに交換されていますか

４　毛髪が帽子からでていませんか

５　作業場専用の履き物を使っていますか

６　爪は短く切っていますか

７　指輪やマニキュアをしていませんか

８　便所には調理中の外衣、帽子、履き物のまま入らないようにしていますか

９　手洗いを適切な時期に適切な方法で行っていますか

10　調理、点検に従事しない者が調理施設に立ち入りましたか　　　

     立ち入った場合、専用の清潔な帽子、外衣、履き物を着用し手洗いしましたか　

加熱 冷却 保管

中心温度(℃) 保冷搬入時

品目名 品目名

※貯水槽、井戸水を使用している場合

献立名又は
食品名

和えた
時刻調理開始

時刻
調理終了

時刻
冷却開始

時刻
冷却終了

時刻
品温

ｻﾝﾌﾟﾙA ｻﾝﾌﾟﾙB ｻﾝﾌﾟﾙC 搬入時刻
保冷庫の

温度
搬出時刻

・加熱調理時に食品の中心温度を記録する。
　３点以上（煮物の場合は１点以上）測定し、全ての点において７５℃以上に達しているか確認する。
・加熱後、冷却調理時に食品の中心温度を記録する。
　また、冷却後の保管搬入時刻、保冷庫内温度、搬出時刻、和えた時刻を記録する。

残留塩素
濃度 ※

mg/l mg/l



別記第１０号様式 

年　　月　　日　 

 

　（宛先）下　関　市　長　　 

 

受託者  所 在 地 

名称及び代表者　          　   　 

 

事　故　報　告　書 

 

このことについて、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 
 業 　 務 　 名
 業　務　場　所
 発　生　日　時 　　　　年　　月　　日（　　）　　時　　分
 発　生　場　所
  

対　象　
人の場合 氏名　　　　　　　　　性別（ 男・女 ） 年齢　　歳　　　　

 
物の場合

名称等

  

 

発　生　状　況 

（原因や経緯を詳しく）

 

 

 

 

 

 

  

 

発生後の対応

 

 

 

 

  

 

対　　　　策

 

 

 

 

 



 

別紙２ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に

当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適

正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏

らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除され

た後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業

務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなけれ

ばならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関し

て知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供し

てはならない。 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、

毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するため

に甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれ

らに類する行為をしてはならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うも

のとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに

類する行為をしてはならない。 



 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙

自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務

完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示

したときは、その指示に従うものとする。 

（事故発生時における報告） 

第９ 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあるこ

とを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 



 

別紙３ 

 

特記仕様書（環境編簡易） 

 

 甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシ

ステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動におけ

る環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この

取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施

などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、

次の項目について実施すること。 

 

１ 環境関連法令について 

乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を

行うこと。 

 

２ 事故発生時の対応 

乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるととも

に甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行う

こと。 

 

３ 苦情発生時の対応 

乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合

は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細

な報告は、文書で後日行うこと。 

 

４ 配慮事項 

乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 

（１）使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限

りエコドライブを励行すること。 

（２）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用するこ

と。 

（３）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること｡ 

（４）環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となって

いる製品を可能な限り積極的に使用すること。  

（５）使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること｡ 

（６）リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること｡ 

（７）公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること｡ 

（８）業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美

化に努めること｡ 



別紙４ 

下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項 

（総則） 

第１条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３条に規定

する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この特記事項を設

ける。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を

要せず、この契約を解除することができる。 

(1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

とき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

(7) 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原

材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、

甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 



２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償について

は、この特記事項が付加される契約（以下「本契約」という。）の規定による。 

（関係機関への照会等） 

第３条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役

員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に

提供して、乙が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾する

ものとする。 

（本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）  

第４条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下

請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又

は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲

に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本

契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。 

 

 


